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○

船
主
相
互
保
険
組
合
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
大
蔵
省
・
運
輸
省
令
第
二
号
）

改

正

案

現

行

（
組
合
員
に
よ
る
責
任
追
求
の
訴
え
の
提
起
の
請
求
方
法
）

（
責
任
追
及
の
訴
え
の
提
起
の
請
求
方
法
）

第
十
六
条

法
第
二
十
条
、
第
四
十
条
及
び
第
四
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み

第
十
六
条

法
第
二
十
条
、
第
四
十
条
及
び
第
四
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
一
項
（
株
主
に
よ
る
責
任
追
及

替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
一
項
（
責
任
追
及
等
の
訴
え
）

等
の
訴
え
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出

書
面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す
る
。

又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
組
合
が
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
を
提
起
し
な
い
理
由
の
通
知
方
法
）

（
訴
え
を
提
起
し
な
い
理
由
の
通
知
方
法
）

第
十
七
条

法
第
二
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十

第
十
七
条

法
第
二
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十

七
条
第
四
項
（
株
主
に
よ
る
責
任
追
及
等
の
訴
え
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方

七
条
第
四
項
（
責
任
追
及
等
の
訴
え
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に

法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る

方
法
に
よ
る
提
供
と
す
る
。

提
供
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
二
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条

二

発
起
人
の
責
任
又
は
義
務
の
有
無
に
つ
い
て
の
判
断
及
び
そ
の
理
由

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
訴
え
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
号
に
掲
げ

る
者
の
責
任
又
は
義
務
の
有
無
に
つ
い
て
の
判
断
及
び
そ
の
理
由

三

前
号
の
者
に
責
任
又
は
義
務
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
お
い
て
、
発
起

三

発
起
人
に
責
任
又
は
義
務
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
お
い
て
、
発
起
人

人
の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
を
提
起
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由

の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
を
提
起
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由
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（
子
会
社
）

第
十
九
条
の
二

法
第
三
十
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

（
新
設
）

は
、
同
号
に
規
定
す
る
組
合
が
他
の
会
社
等
（
会
社
法
施
行
規
則
（
平
成
十
八

年
法
務
省
令
第
十
二
号
）
第
二
条
第
三
項
第
二
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
会
社

等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決

定
を
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社
等
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
「
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て
い
る
場
合

」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
（
財
務
上
又
は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み
て
他
の
会

社
等
の
財
務
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
を
い
う
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
。

一

他
の
会
社
等
（
次
に
掲
げ
る
会
社
等
で
あ
つ
て
、
有
効
な
支
配
従
属
関
係

が
存
在
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
議
決
権
の
総
数
に
対
す
る
自
己
（
そ
の
子
会
社
（
法
第
三
十
一
条
第

五
号
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
）
及
び
子
法
人
等
（
会
社
以
外
の
会
社

等
が
他
の
会
社
等
の
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て
い
る
場
合

に
お
け
る
当
該
他
の
会
社
等
を
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
の
数
の
割
合
が
百
分
の

五
十
を
超
え
て
い
る
場
合

イ

民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る

再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
会
社
等

ロ

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
更

生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
株
式
会
社
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ハ

破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
破
産
手
続

開
始
の
決
定
を
受
け
た
会
社
等

ニ

そ
の
他
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
会
社
等
に
準
ず
る
会
社
等

二

他
の
会
社
等
の
議
決
権
の
総
数
に
対
す
る
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し

て
い
る
議
決
権
の
数
の
割
合
が
百
分
の
四
十
以
上
で
あ
る
場
合
（
前
号
に
掲

げ
る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当

す
る
場
合

イ

他
の
会
社
等
の
議
決
権
の
総
数
に
対
す
る
自
己
所
有
等
議
決
権
数
（
次

に
掲
げ
る
議
決
権
の
数
の
合
計
数
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

割
合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
こ
と
。

 

自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権

 

自
己
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関

係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
自
己
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使

す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権

 

自
己
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し

て
い
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権

ロ

他
の
会
社
等
の
取
締
役
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
の
構
成
員
の
総

数
に
対
す
る
次
に
掲
げ
る
者
（
当
該
他
の
会
社
等
の
財
務
及
び
事
業
の
方

針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
の

数
の
割
合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
こ
と
。

 

自
己
の
役
員
（
理
事
、
監
事
、
取
締
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
執

行
役
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
）

 

自
己
の
使
用
人
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か
ら 

ま
で
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
た
者

ハ

自
己
が
他
の
会
社
等
の
重
要
な
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配

す
る
契
約
等
が
存
在
す
る
こ
と
。

ニ

他
の
会
社
等
の
資
金
調
達
額
（
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
さ
れ

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
総
額
に
対
す
る
自
己
が
行
う
融
資
（
債
務
の

保
証
及
び
担
保
の
提
供
を
含
む
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
（
自
己
と

出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
の
あ
る
者

が
行
う
融
資
の
額
を
含
む
。
）
の
割
合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
こ

と
。

ホ

そ
の
他
自
己
が
他
の
会
社
等
の
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配

し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
。

三

他
の
会
社
等
の
議
決
権
の
総
数
に
対
す
る
自
己
所
有
等
議
決
権
数
の
割
合

が
百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
場
合
（
自
己
の
計
算
に
お
い
て
議
決
権
を
所

有
し
て
い
な
い
場
合
を
含
み
、
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
つ

て
、
前
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合

（
総
資
産
額
）

第
十
九
条
の
三

法
第
三
十
一
条
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方

（
新
設
）

法
は
、
算
定
基
準
日
（
同
号
に
規
定
す
る
譲
渡
に
係
る
契
約
を
締
結
し
た
日
（

当
該
契
約
に
よ
り
当
該
契
約
を
締
結
し
た
日
と
異
な
る
時
（
当
該
契
約
を
締
結

し
た
日
後
か
ら
当
該
譲
渡
の
効
力
が
生
ず
る
時
の
直
前
ま
で
の
間
の
時
に
限
る

。
）
を
定
め
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
時
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
も
つ
て
組
合
の
総
資
産
額
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と
す
る
方
法
と
す
る
。

一

出
資
金
の
額

二

剰
余
金
の
額

三

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
組

合
の
成
立
の
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
評
価
・
換
算

差
額
等
に
係
る
額

四

最
終
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
負
債
の
部
に
計
上
し
た
額

五

最
終
事
業
年
度
の
末
日
後
に
吸
収
合
併
（
法
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
合
併
の
う
ち
、
法
第
四
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
合

併
以
外
の
合
併
を
い
う
。
）
を
し
た
と
き
は
、
当
該
行
為
に
よ
り
承
継
又
は

譲
受
け
を
し
た
負
債
の
額

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
算
定
基
準
日
に
お
い
て
法
第
三
十
一
条
第
五

号
に
規
定
す
る
譲
渡
を
す
る
組
合
が
法
第
四
十
五
条
第
一
項
（
第
三
号
か
ら
第

五
号
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
解
散
を
す
る
組
合
で
あ
る
場
合
に
お
け

る
法
第
三
十
一
条
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
法
第

四
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
九
十
二
条
第
一
項

（
財
産
目
録
等
の
作
成
等
）
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
貸
借
対
照
表
の
資
産
の

部
に
計
上
し
た
額
を
も
つ
て
組
合
の
総
資
産
額
と
す
る
方
法
と
す
る
。

（
報
酬
等
の
額
の
算
定
方
法
）

（
報
酬
等
の
額
の
算
定
方
法
）

第
二
十
三
条

法
第
三
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方

第
二
十
三
条

法
第
三
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方

法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）
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二

イ
に
掲
げ
る
額
を
ロ
に
掲
げ
る
数
で
除
し
て
得
た
額

二

イ
に
掲
げ
る
額
を
ロ
に
掲
げ
る
数
で
除
し
て
得
た
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

当
該
役
員
が
そ
の
職
に
就
い
て
い
た
年
数
（
当
該
役
員
が
次
に
掲
げ
る

ロ

当
該
役
員
が
そ
の
職
に
就
い
て
い
た
年
数
（
当
該
役
員
が
次
に
掲
げ
る

も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
次
に
定
め
る
数
が
当
該
年
数
を
超
え
て

も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
次
に
定
め
る
数
が
当
該
年
数
を
超
え
て

い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
数
）

い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
数
）

 

組
合
を
代
表
す
る
理
事

六

 

組
合
を
代
表
す
る
理
事

六

 

組
合
の
業
務
を
執
行
し
た
理
事
（ 

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

 

組
合
を
代
表
す
る
理
事
以
外
の
理
事
（
組
合
員
以
外
の
理
事
を
除
く

四

。
）

四

 
 

及
び 

に
掲
げ
る
理
事
以
外
の
理
事
又
は
監
事

二

 

組
合
員
以
外
の
理
事
又
監
事

二

（
削
る
）

２

法
第
三
十
八
条
の
二
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務

を
執
行
す
る
理
事
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

組
合
を
代
表
す
る
理
事

二

当
該
組
合
の
業
務
を
執
行
し
た
前
号
に
掲
げ
る
理
事
以
外
の
理
事

２

（
略
）

３

（
略
）

（
組
合
が
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
を
提
起
し
な
い
理
由
の
通
知
方
法
）

（
訴
え
を
提
起
し
な
い
理
由
の
通
知
方
法
）

第
二
十
六
条

法
第
四
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四

第
二
十
六
条

法
第
四
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四

十
七
条
第
四
項
（
株
主
に
よ
る
責
任
追
及
等
の
訴
え
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る

十
七
条
第
四
項
（
責
任
追
及
等
の
訴
え
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次

方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ

的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す
る
。

る
提
供
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
四
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条

二

役
員
の
責
任
又
は
義
務
の
有
無
に
つ
い
て
の
判
断
及
び
そ
の
理
由

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
訴
え
に
つ
い
て
の
第
十
六
条
第
一
号
に
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掲
げ
る
者
の
責
任
又
は
義
務
の
有
無
に
つ
い
て
の
判
断
及
び
そ
の
理
由

三

前
号
の
者
に
責
任
又
は
義
務
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
お
い
て
、
役
員

三

役
員
に
責
任
又
は
義
務
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
お
い
て
、
役
員
の
責

の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
を
提
起
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由

任
を
追
及
す
る
訴
え
を
提
起
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由

（
事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
の
監
査
報
告
の
内
容
）

（
事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
の
監
査
報
告
の
内
容
）

第
四
十
三
条

監
事
は
、
事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
を
受
領
し
た
と
き
は

第
四
十
三
条

監
事
は
、
事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
を
受
領
し
た
と
き
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
監
事
の
監
査
の
範
囲
を
会
計
に
関
す
る
も
の

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
監
事
の
監
査
の
範
囲
を
会
計
に
関
す
る
も
の

に
限
定
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
組
合
の
監
事
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る

に
限
定
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
組
合
の
監
事
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
に
代
え
て
、
事
業
報
告
を
監
査
す
る
権
限
が
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

事
項
に
代
え
て
、
事
業
報
告
を
監
査
す
る
権
限
が
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
を
す
る
組
合
の
監
査
報
告
）

（
清
算
を
す
る
組
合
の
監
査
報
告
）

第
六
十
七
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
九
十

第
六
十
七
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
九
十

五
条
第
一
項
（
貸
借
対
照
表
等
の
監
査
等
）
の
規
定
に
よ
る
監
査
に
つ
い
て
は

五
条
第
一
項
（
貸
借
対
照
表
等
の
監
査
等
）
の
規
定
に
よ
る
監
査
に
つ
い
て
は

、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
監
事
の
監
査
の
範
囲
を
会
計
に
関
す
る
も
の

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
監
事
の
監
査
の
範
囲
を
会
計
に
関
す
る
も
の

に
限
定
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
清
算
を
す
る
組
合
の
監
事
は
、
同
項
第

に
限
定
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
清
算
を
す
る
組
合
の
監
事
は
、
前
項
第

三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
代
え
て
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
監
査
す
る
権

三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
代
え
て
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
監
査
す
る
権

限
が
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

限
が
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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４
〜
７

（
略
）

４
〜
７

（
略
）

（
報
酬
等
の
額
の
算
定
方
法
）

（
報
酬
等
の
額
の
算
定
方
法
）

第
七
十
三
条

法
第
四
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
二

第
七
十
三
条

法
第
四
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
二

第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
は
、
次

第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
は
、
次

に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

イ
に
掲
げ
る
額
を
ロ
に
掲
げ
る
数
で
除
し
て
得
た
額

二

イ
に
掲
げ
る
額
を
ロ
に
掲
げ
る
数
で
除
し
て
得
た
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

当
該
清
算
人
が
そ
の
職
に
就
い
て
い
た
年
数
（
当
該
清
算
人
が
次
に
掲

ロ

当
該
清
算
人
が
そ
の
職
に
就
い
て
い
た
年
数
（
当
該
清
算
人
が
次
に
掲

げ
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
次
に
定
め
る
数
が
当
該
年
数
を
超

げ
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
次
に
定
め
る
数
が
当
該
年
数
を
超

え
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
数
）

え
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
数
）

 

組
合
を
代
表
す
る
清
算
人

六

 

組
合
を
代
表
す
る
清
算
人

六

 

組
合
の
業
務
を
執
行
し
た
清
算
人
（ 

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

 

組
合
を
代
表
す
る
清
算
人
以
外
の
清
算
人
（
組
合
員
で
な
い
清
算
人

四

を
除
く
。
）

四

 
 

及
び 

に
掲
げ
る
清
算
人
以
外
の
清
算
人
又
は
監
事

二
 

組
合
員
で
な
い
清
算
人
又
は
監
事

二

（
削
る
）

２

法
第
四
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
二
第
四
項
第

二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
を
執
行
す
る
清
算
人
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

一

組
合
を
代
表
す
る
清
算
人

二

組
合
を
代
表
す
る
清
算
人
以
外
の
清
算
人
で
あ
つ
て
、
清
算
人
の
過
半
数

を
も
つ
て
組
合
の
清
算
業
務
を
執
行
す
る
清
算
人
と
し
て
選
定
さ
れ
た
も
の

三

当
該
組
合
の
清
算
業
務
を
執
行
し
た
前
号
以
外
の
清
算
人
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２

（
略
）

３

（
略
）

（
組
合
が
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
を
提
起
し
な
い
理
由
の
通
知
方
法
）

（
訴
え
を
提
起
し
な
い
理
由
の
通
知
方
法
）

第
七
十
四
条

法
第
四
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法

第
七
十
四
条

法
第
四
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法

第
八
百
四
十
七
条
第
四
項
（
株
主
に
よ
る
責
任
追
及
等
の
訴
え
）
の
内
閣
府
令

第
八
百
四
十
七
条
第
四
項
（
責
任
追
及
等
の
訴
え
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方

で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
又
は
当
該
事

法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的

項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す
る
。

方
法
に
よ
る
提
供
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
四
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百

二

清
算
人
の
責
任
又
は
義
務
の
有
無
に
つ
い
て
の
判
断

四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
訴
え
に
つ
い
て
の
第
十
六
条

第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
責
任
又
は
義
務
の
有
無
に
つ
い
て
の
判
断
及
び
そ
の

理
由

三

前
号
の
者
に
責
任
又
は
義
務
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
お
い
て
、
清
算

三

清
算
人
に
責
任
又
は
義
務
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
お
い
て
、
清
算
人

人
の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
を
提
起
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由

の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
を
提
起
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由


